
毎月勤労統計調査地方調査結果［福岡県］の概要(平成１９年１２月分）

 〔前年同月比でみて〕
  ・　きまって支給する給与は0.2％減
  ・　所定外労働時間は5.3％減
  ・　常用労働者は2.2％増

１　賃金の動き
  常用労働者の一人平均の現金給与総額は、全規模の調査産業計では５５６，１８２円で、前年同
月比１．８％減となった。（規模３０人以上では、６７１，２９１円、前年同月比５．３％減）

（１）所定内給与
全 規 模     ２３１，８８５円、  ０．９％減
規模３０人以上     ２５５，８４６円、  ２．６％減

（２）きまって支給する給与：所定内給与と超過労働給与をあわせたもの
全 規 模     ２４９，９７５円、  ０．２％減
規模３０人以上     ２８２，３７３円、  ０．８％減

・きまって支給する給与が増加した産業（全規模）
飲食店，宿泊業　１７．５％増、　複合サービス事業　９．４％増

・きまって支給する給与が減少した産業（全規模）
金融・保険業　５．９％減、　情報通信業　３．７％減

（３）特別に支払われた給与
全 規 模     ３０６，２０７円、  ３．０％減
規模３０人以上     ３８８，９１８円、  ８．５％減

（４）実質賃金：現金給与総額を消費者物価指数で除した額
全 規 模 　　２．４％減

２　労働時間の動き
  一人平均月間総実労働時間は、全規模の調査産業計では１５０．６時間で、前年同月比２．１％
減となった。（規模３０人以上では、１５４．１時間、前年同月比１．９％減）

（１）所定内労働時間
全 規 模     １３９．８時間、  １．９％減
規模３０人以上     １４０．４時間、  １．８％減

（２）所定外労働時間
全 規 模       １０．８時間、 　 ５．３％減
規模３０人以上       １３．７時間、  　３．０％減

・所定外労働時間が増加した産業（全規模）
飲食店，宿泊業　　８．１時間、３８．０％増
医療，福祉　　　　４．９時間、３０．０％増

・所定外労働時間が減少した産業（全規模）
複合サービス事業　　　７．２時間、　６９．５％減
運輸業　　　　　　　３３．１時間、　２１．３％減

３　雇用の動き
　常用労働者は、全規模の調査産業計では１，６２７，８５２人、前年同月比２．２％の増となった。
  そのうち、パートタイム労働者は４５２，４９８人で、２７．８％（男性労働者のうち１５．２
％、女性労働者のうち４３．８％）を占めており、この比率は前年同月から０．６ポイント増加した。

・産業別パートタイム労働者の占める割合（全規模）
飲食店，宿泊業　　　７４．０％
卸売・小売業　　　　４４．０％
教育，学習支援業　　２４．１％

　＊注意 ・増減率についてはすべて前年同月比とする。
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